
※ 子育て支援センターは、キッズルーム開放・育児相談を実施しています。
キッズルーム開放　午前 10時～午後３時（月曜日～金曜日）　育児相談　午前 9時～午後４時（月曜日～金曜日）

親子ふれあい遊び　午前 10時～ 11時 30分　●会場：生きいき健康センター
子育てひろば　午前10時～11時30分　●会場：大隅弥五郎伝説の里・岩川地区農業構造改善センター（19日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　●会場：財部保健福祉センター・財部交流館（20日）
育児講座　午前 10時～ 11時 30分　●会場　13 日：財部保健福祉センター　21 日：生きいき健康センター

日 月 火 水 木 金 土
5/1 2

3
憲法記念日

4
みどりの日

5
こどもの日

6
振替休日

7 8 9

10
母の日

11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30

ひろば

ひろば

◆
パ
ク
パ
ク
ッ
キ
ン
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
月
13
日
）

対　

象　

赤
ち
ゃ
ん
か
ら
就
学
前
の
お
子
さ
ん

講　

師　

市
役
所
栄
養
士

準
備
す
る
も
の　

エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾

◆
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
月
21
日
）

対　

象　

２
カ
月
〜
１
歳

講　

師　

橋
口
志
保
子
さ
ん

準
備
す
る
も
の

バ
ス
タ
オ
ル
、
飲
み
物

※
予
防
接
種
後
１
日
以
上
経
過

※
10
組
限
定

講　座 親　子

ひろば 講　座

ひろば 親　子

国民年金のはなし
お問い合わせ先　　　　　　
　市民課・各支所地域振興課　末吉 ☎ 0986-76-8805　大隅 ☎ 099-482-5923　財部 ☎ 0986-72-0934
　鹿屋年金事務所　☎ 0994-42-5121（初めは音声ガイドが対応します）

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
は

　

国
民
年
金
に
は
、
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
保
険
料
の
納

付
が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
た
期
間
は
、
老
後
に
年
金

を
受
給
す
る
た
め
の
資
格
期
間
に
含
ま
れ
る
だ
け
で
な
く
、

万
一
の
時
の
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
資

格
期
間
に
も
含
ま
れ
ま
す
。

　

保
険
料
の
納
付
が
難
し
い
と
き
は
、
未
納
の
ま
ま
に
せ

ず
、
相
談
に
お
越
し
下
さ
い
。

　

な
お
、
免
除
申
請
は
２
年
１
カ
月
前
の
分
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
で
き
ま
す
。

必
要
な
も
の
：
印
鑑
、
年
金
手
帳
、
仕
事
を
辞
め
た
方
は
、

離
職
票
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
写
し

ご
存
じ
で
す
か
？
障
害
基
礎
年
金

　

国
民
年
金
の
加
入
中
、
ま
た
は
20
歳
前
、
65
歳
未
満
の

間
に
初
診
日
（
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
傷
病
等
で
初
め
て

病
院
に
行
っ
た
日
）
が
あ
る
病
気
や
ケ
ガ
で
障
害
の
状
態

に
な
っ
た
と
き
、

障
害
認
定
日
（
初

診
日
か
ら
１
年
半

経
過
し
た
日
等
）

に
、
年
金
の
障
害

等
級
１
級
ま
た
は

２
級
に
該
当
し
た

場
合
、
保
険
料
の

納
付
要
件
を
満
た

し
て
い
れ
ば
、
障

害
基
礎
年
金
を
受

給
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

日　時 場　所 申　込　先

５月19日（火）
午前 10時～
　　午後３時

大隅支所別館
２階大会議室

大隅支所
市民係

099
482-5923

６月９日（火）
午前 10時～
　　午後３時

本　庁
１階会議室

本　庁
国民年金係

0986
76-8805

　曽於市では、鹿屋年金事務所による移動相談所が開かれます。日程・
場所は上記のとおりです。相談料は無料ですが、予約が必要です。予
約のない方の相談はできませんのでご了承ください。なお、予約は定
員になり次第、締め切ります。

曽於市年金移動相談所開設日

ひろば

子育てふれあいひろば
13 日、21 日は育児講座を開催します

お問い合わせ先
　曽於市子育て支援センター　☎ 0986-76-6565（直通）
　子育て携帯サイトすまいるキッズ　http://www.smile-kids.jp/sooshi
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車　種　区　分
平成 27年度 平成 28 年度以降

現　行 改正後

原　付

50cc 以下 1,000 円 2,000 円
50cc 超　90cc 以下 1,200 円 2,000 円
90cc 超　125cc 以下 1,600 円 2,400 円
ミニカー 2,500 円 3,700 円

軽二輪（125cc 超　250cc 以下） 2,400 円 3,600 円
小型二輪（250cc 超） 4,000 円 6,000 円
小型特殊
自動車

トラクター等 1,600 円 2,400 円
その他（タイヤショベル等） 4,700 円 5,900 円

車　種　区　分

平成27年３月31日

以前に最初の
新規検査を受
けた車両

平成27年４月１日

以後に最初の
新規検査を受
けた車両

平成28年度から

最初の新規検
査から 13 年を
経過した車両

三　　輪 3,100 円 3,900 円 4,600 円

四　
　

輪

乗　

用

自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円

営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円

貨
物
用

自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円

営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円

５月の納期
○固定資産税　　　１期
○軽自動車税　　　全期
○上下水道料　　　１期
※ 口座振替をされている
方は、６月１日に振替
えます。残高のご確認
をお願いします。

税チャンネル　～納税があなたを支えます！～
お問い合わせ先　　　　　
　税務課・各支所地域振興課　税務係
　末吉　☎ 0986-76-8804　大隅　☎ 099-482-5922
　財部　☎ 0986-72-0932

軽
自
動
車
税
の
税
額
変
更
に
つ
い
て

二
輪
車
等
の
税
額
の
改
正
が
１
年
延
期

さ
れ
ま
し
た

　

昨
年
８
月
の
市
報
で
お
知
ら
せ
し
ま
し

た
軽
自
動
税
額
の
改
正
に
つ
い
て
、
地
方

税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
公
布

さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
二
輪
車
等

の
税
額
の
改
正
時
期
が
、
平
成
27
年
度
か

ら
平
成
28
年
度
へ
１
年
間
延
期
さ
れ
ま
し

た
。
よ
っ
て
、
左
表
の
車
種
に
つ
い
て
は
、

本
年
度
ま
で
現
行
の
税
率
で
課
税
さ
れ
、

平
成
28
年
度
以
降
は
、
取
得
年
に
よ
ら
ず
、

改
正
後
の
税
率
で
課
税
さ
れ
ま
す
。

軽
自
動
車
（
三
輪
車
・
四
輪
車
）
の

税
額
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

　

軽
自
動
車
（
三
輪
車
・
四
輪
車
）
に
つ

い
て
は
、
平
成
27
年
４
月
１
日
以
後
に
最

初
の
新
規
検
査
を
受
け
た
車
両
か
ら
改
正

後
の
税
額
が
適
用
に
な
り
ま
す
。
軽
自
動

車
税
は
毎
年
４
月
１
日
に
、
そ
の
車
両
を

所
有
ま
た
は
使
用
す
る
方
に
課
税
す
る
た

め
、
平
成
27
年
度
に
お
い
て
は
、
４
月
１

日
に
左
表
の
車
両
を
取
得
さ
れ
た
方
の
み
、

改
正
後
の
税
率
で
課
税
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

４
月
２
日
以
降
に
左
表
の
車
両
を
取
得
さ

れ
た
方
は
、
平
成
28
年
度
か
ら
改
正
後
の

税
率
で
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
27
年
３
月
31
日
以
前
に
最

初
の
新
規
検
査
を
受
け
た
車
両
に
つ
い
て

は
、
新
規
検
査
か
ら
13
年
を
経
過
す
る
ま

で
は
、
上
表
の
税
率
で
課
税
さ
れ
ま
す
が
、

13
年
を
経
過
し
た
日
の
翌
年
度
か
ら
重
課

税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
平
成

27
年
４
月
１
日
以
後
に
最
初
の
新
規
検
査

を
受
け
た
車
両
も
同
様
で
す
。

　

重
課
税
率
は
平
成
28
年
度
か
ら
実
施
さ

れ
る
予
定
で
す
。

身
体
障
害
者
等
減
免
に
つ
い
て

　

軽
自
動
車
税
の
身
体
障
害
者
等
減
免
は
、

身
体
障
害
者
本
人
（
身
体
障
害
者
本
人
が

18
歳
未
満
も
し
く
は
精
神
障
害
者
の
場
合

は
、
生
計
を
一
に
す
る
者
）
が
所
有
す
る

車
両
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
す
で
に
軽
自

動
車
税
の
減
免
を
受
け
て
い
る
方
も
毎
年

申
請
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
減
免
を
受
け

て
い
る
車
両
を
買
換
え
ら
れ
た
場
合
は
、

再
度
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

申
請
の
受
付
は
、
納
期
限
の
７
日
前
ま

で
で
す
。
詳
細
は
、
税
務
課
へ
お
尋
ね
く

だ
さ
い
。
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春の行政相談所開設について
困ったら　一人で悩まず　行政相談

お問い合わせ先　　　　　
　総務課・各支所地域振興課
　末吉　☎ 0986-76-8801　財部　☎ 0986-72-0931　大隅　☎ 099-482-5921
　総務省鹿児島行政評価事務所　行政相談課　☎ 099-224-3247

　

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
国
の
仕
事
な
ど
に
つ

い
て
の
疑
問
や
意
見
・
要
望
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

行
政
相
談
委
員
は
、
皆
さ
ん
の
身
近
な
相
談
相

手
と
し
て
、
国
な
ど
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
や
、
行
政

の
仕
組
み
、
手
続
き
に
関
す
る
相
談
を
受
け
付
け
、

相
談
者
へ
の
助
言
や
関
係
行
政
機
関
に
対
す
る
改

善
の
申
し
入
れ
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
当
市
担

当
の
行
政
相
談
委
員
が
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
の

で
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
で

秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

会　場 実施日 時　間 場　所 行政相談委員

末吉地区 5月 21 日（木）
午前 10 時
～午後 3時

末吉中央公民館
（0986-76-1120） 稲留　正文

大隅地区 5月 21 日（木） 大隅中央公民館
（099-482-0068） 鮫島　一郎

第 3子出産祝金について
第3子以降に10万円の祝金を支給します

お問い合わせ先　　　　　
　財部　福祉事務所　☎ 0986-72-0936　　末吉　保健課　☎ 0986-76-8807
　大隅　保健福祉課　☎ 099-482-5925

　

曽
於
市
で
は
、
少
子
化
対
策
の
一
環
と
し
て
第
３

子
以
降
に
生
ま
れ
た
お
子
さ
ん
に
対
し
て
、
１
人
あ

た
り
10
万
円
の
祝
金
を
支
給
し
ま
す
。

受
給
資
格

　

曽
於
市
の
住
民
で
出
産
後
３
カ
月
以
上
、
曽
於
市

に
生
活
の
根
拠
を
置
い
て
い
る
方

申
請
書

　

本
庁
・
各
支
所
に
申
請
書
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必

要
事
項
を
ご
記
入
の
う
え
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
請
し
て
か
ら
支
給
ま
で
は
約
３
カ
月
間

か
か
り
ま
す
。

※ 

写
真
は
、
３
月
17
日
に
本
庁
・
各
支
所
で
行
わ
れ

た
支
給
式
の
様
子

財部支所

大隅支所 本庁
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住宅取得祝金等支給制度
住宅を新築または購入した方に、お祝いとして現金と曽於市が発行する商品券を支給します
お問い合わせ先　　　　　
　企画課・各支所地域振興課  地域振興係
　末吉　☎ 0986-76-8802　　大隅　☎ 099-482-5921　　財部　☎ 0986-72-0931

対
象
者

　

市
内
に
居
住
す
る
た
め
住
宅
を
新
築
ま
た
は
購
入

し
た
方

申　

請

　

新
築
・
購
入
の
日
以
後
１
年
以
内
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
新
築
・
購
入
の
基
準
日
は
、
法
務
局
の
登

記
（
新
築
・
所
有
権
移
転
）
の
日
付
と
し
ま
す
。

基
本
の
祝
金
等

　

市
内
業
者
に
よ
る
新
築

　

商
品
券
10
万
円
分
、
現
金
10
万
円

　

市
外
業
者
に
よ
る
新
築

　

商
品
券
５
万
円
分
、
現
金
５
万
円

　

未
入
居
の
建
売
住
宅
購
入

　

商
品
券
５
万
円
分
、
現
金
５
万
円

　

右
記
以
外
の
中
古
住
宅
購
入

　

商
品
券
２
万
５
千
円
分
、
現
金
２
万
５
千
円

※ 

中
古
住
宅
と
は
、
居
住
が
可
能
で
耐
用
年
数
が
10

年
以
上
見
込
ま
れ
る
も
の
で
す
。

転
入
者
加
算

　

転
入
し
て
一
年
以
内
の
方
に
は
、
商
品
券
５
万
円

分
と
現
金
５
万
円
を
加
算
し
ま
す
。
な
お
、
本
市
か

ら
転
出
後
３
年
以
内
の
再
転
入
は
対
象
外
と
し
ま

す
。

支
給
対
象
外
と
な
る
も
の

・ 

市
の
定
住
促
進
住
宅
用
分

譲
地
へ
の
新
築

・
市
税
等
の
滞
納
者

・ 

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
促
進
補

助
金
、
危
険
廃
屋
解
体
撤

去
補
助
金
を
受
け
た
方

3 月３日に行われた
住宅取得祝金等交付式

６月１日は「人権擁護委員の日」
お問い合わせ先　　　　　
　鹿児島地方法務局鹿屋支局　　 ☎ 0994-43-6790
　市民課・各支所地域振興課
　末吉　☎ 0986-76-8805　大隅　☎ 099-482-5923　財部　☎ 0986-72-0934

　

６
月
１
日
は
、
人
権
擁
護
委
員
法
が
施
行
さ
れ
た
日

で
す
。

　

日
本
が
戦
後
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
き
、
何
よ

り
も
ま
ず
国
民
の
基
本
的
人
権
の
擁
護
と
人
権
思
想
の

普
及
高
揚
が
強
く
求
め
ら
れ
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
を

基
調
と
し
て
日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
な
背
景
の
下
に
、
昭
和
23
年
、
政
令
に
基
づ
き
人

権
擁
護
委
員
制
度
が
設
け
ら
れ
、
昭
和
24
年
6
月
１
日

に
人
権
擁
護
委
員
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
は
、
人
権
擁
護
委
員
法

の
施
行
日
で
あ
る
６
月
１
日
を
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

と
定
め
、「
全
国
一
斉
特
設
人
権
相
談
」
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
曽
於
市
に
お
い
て
も
特
設
人
権
相
談
所
を

開
設
し
ま
す
。
家
庭
内
の
も
め
ご
と
や
隣
近
所
と
の
ト

ラ
ブ
ル
、
い
じ
め
や
差
別
な
ど
の
問
題
で
お
困
り
の
方

は
、
一
人
で
悩
ま
ず
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

当
日
の
相
談
は
無
料
で
、
曽
於
市
の
人
権
擁
護
委
員

が
相
談
に
応
じ
、
秘
密
は
堅
く
守
ら
れ
ま
す
。

【曽於市特設人権相談日】
期　日 時　間 場　所

６月１日
（月）

午前 10時～
午後３時

末吉中央公民館
大隅中央公民館
財部交流館

地区 委員名 電話番号 自治会

末吉
大 窪 義 孝 0986-76-2048 原 口 東
山内千代子 099-482-0447 岩 南
中 山 壽 子 0986-76-0383 西 中 野

大隅
津 留 伸 二 099-482-4734 あけぼの
幸 田 貞 文 099-482-1317 東 笠 木
永山たみ子 099-483-1075 立 馬

財部
住 吉 勉 0986-72-2965 浦興禅寺
南脇ちよ子 0986-75-1662 泊 ヶ 山
山口 志子 0986-72-2887 上十文字

曽於市の人権擁護委員を紹介します。
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■ 平成 27 年度の保育料一覧（保育認定）

平成 27年度の保育料について
お問い合わせ先　　　　　
　財部（福祉事務所）　☎ 0986-72-0936
　末吉（保健課）　　　☎ 0986-76-8807
　大隅（保健福祉課）　☎ 099-482-5925

階層区分 １ ２－１ ２－２ ３－１ ３－２ ４ ５ ６･７･８

定義

保
育
必
要
量

生活保護
世帯等

第 1階層を除き、
当該年度分（４月
から８月までは前
年度分）の市町村
民税非課税世帯

第 1階層を除き、当該年度分（４月から８月までは
前年度分）の市町村民税課税世帯で、その所得割の
額が次の区分に該当する世帯

ひとり親
世帯等 左記以外

ひとり親
世帯等 左記以外 48,600 円

以上
97,000 円
以上 169,000 円

以上
48,600 円未満 97,000 円

未満
169,000 円
未満

３
号
認
定
（
３
歳
未
満
児
）

全　

額

標
準 ０円 ０円 5,400 円 10,700 円 11,700 円 18,000 円 26,700 円 30,500 円

短
時
間

０円 ０円 5,400 円 10,500 円 11,500 円 17,700 円 26,300 円 30,000 円

半　

額

標
準 ０円 ０円 2,700 円 5,350 円 5,850 円 9,000 円 13,350 円 15,250 円

短
時
間

０円 ０円 2,700 円 5,250 円 5,750 円 8,850 円 13,150 円 15,000 円

２
号
認
定
（
３
歳
以
上
児
）

全　

額

標
準 ０円 ０円 3,600 円 8,900 円 9,900 円 16,200 円 24,900 円 29,000 円

短
時
間

０円 ０円 3,600 円 8,700 円 9,700 円 15,900 円 24,500 円 28,500 円

半　

額

標
準 ０円 ０円 1,800 円 4,450 円 4,950 円 8,100 円 12,450 円 14,500 円

短
時
間

０円 ０円 1,800 円 4,350 円 4,850 円 7,950 円 12,250 円 14,250 円

※入所児童の 1人目は全額、入所児童の 2人目は半額、入所児童 3人目以降は無料です。
※ 年齢は平成 27 年３月 31 日現在が基準です。年度途中で満３歳になり３号から２号へ変わった
場合にも年齢による保育料階層に変更はありません。
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月 納入日（振替日） 月 納入日（振替日） 月 納入日（振替日） 月 納入日（振替日）

４月分 4月 30 日（木） ７月分 7月 31 日（金）10月分 11 月２日（月）１月分 2月１日（月）

５月分 6月    1 日（月） ８月分 ８月 31 日（月）11月分 11月30日（月）２月分 ２月 29 日（月）

６月分 6月 30 日（火） ９月分 9月 30 日（水）12月分 12月25日（金）３月分 3月 31 日（木）

※ 5月分・10月分・1月分は末日が休日のため、金融機関の翌営業日です。
※ 12月分は、12月 25日が納入期限および口座振替日です。
※ 認定こども園および公立施設を利用されている方は、納入方法や納入期限等は施設へ直接お問い
合わせください。

■ 保育料納入期限日および口座振替日（私立保育所を利用されている方）

■ 平成 27 年度の保育料一覧（教育認定）

階層区分 １ ２－１ ２－２ ３－１ ３－２ ４ ５

定　義 生活保護
世帯等

第 1階層を除き、当該
年度分（４月から８月
までは前年度分）の市
町村民税非課税世帯

第 1階層を除き、当該年度分（４月から８月ま
では前年度分）の市町村民税課税世帯で、その
所得割の額が次の区分に該当する世帯

ひとり親世
帯等 左記以外

ひとり親世
帯等 左記以外 77,101 円

以上 211,201 円
以上

77,100 円以下 211,200 円
以下

１
号
認
定　
　
　
　

　
　
（
満
３
歳
以
上
児
）

全　

額
０円 ０円 1,800 円 8,600 円 9,600 円 12,300 円 15,400 円

半　

額
０円 ０円 900 円 4,300 円 4,800 円 6,150 円 7,700 円

※ 年少から小学校３年生までの範囲内に子どもが２人以上いる場合、最年長の子どもを第１子、
その下の子を第２子とカウントします。第１子は全額、第２子は半額、第３子以降は無料です。

　平成 27年 4月から始まった「子ども・子育て支援新制度」に移行する幼稚園、認定こども園
等において、教育認定を受けた児童の保育料です。
※新制度の仕組みに移行しない施設は、従来どおりの施設が定めた保育料です。

17 Soo City Public Relations,May,2015



カラーコンタクトレンズの使用には十分な注意を
お問い合わせ先　　　　　
　経済課　消費生活センター　☎ 0986-76-8823

【
相
談
事
例
】

　

近
年
、
カ
ラ
ー
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通

販
な
ど
で
も
手
軽
に
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
、
若
い
人
を
中
心

に
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ア
イ
テ
ム
と
し
て
人
気
が
あ
り
ま
す
。
し
か

し
利
用
者
が
増
え
る
と
と
も
に
、
誤
っ
た
使
用
方
法
や
レ
ン
ズ

自
体
の
安
全
性
の
問
題
な
ど
か
ら
、
角
膜
に
傷
が
つ
く
な
ど
の

障
害
が
出
た
と
い
う
事
例
も
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
使
用
に
は

十
分
な
注
意
が
必
要
で
す
。

　

カ
ラ
ー
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
は
、
高
度
管
理
医
療
機
器
で
す

（
度
が
入
っ
て
い
な
い
も
の
も
含
み
ま
す
）。
通
常
の
視
力
矯
正

用
の
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
と
同
様
、
使
用
方
法
な
ど
を
誤
る
と

眼
障
害
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
装
着
時
間
な
ど
を
守
り
、

レ
ン
ズ
ケ
ア
を
き
ち
ん
と
行
い
ま
し
ょ
う
。
使
用
に
当
た
っ
て

は
必
ず
眼
科
を
受
診
し
、
眼
科
医
の
処
方
に
従
っ
た
レ
ン
ズ
を

選
択
し
ま
し
ょ
う
。

　
「
目
が
痛
い
」「
充
血
し
た
」
な
ど
の
異
常
を
感
じ
た
ら
す
ぐ

に
使
用
を
や
め
、
眼
科
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。
異
常
が
な
く
て

も
定
期
的
に
検
査
を
受
け
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
正
し
い
使
用

方
法
を
守
り
、
安
全
に
お
し
ゃ
れ
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

　

高
校
生
の
娘
が
、
ネ
ッ
ト
通
販
で
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
用
に
装

着
す
る
た
め
カ
ラ
ー
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
を
購
入
し
た
。
数

日
後
、
娘
が
「
目
が
痛
い
」
と
言
う
の
で
見
て
み
る
と
、
赤

く
充
血
し
て
い
た
。
眼
科
で
診
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
「
角
膜

に
傷
が
つ
い
て
い
る
」
と
言
わ
れ
た
。　
　
　
（
40
代
・
女
性
）

曽
於
市
消
費
生
活
弁
護
士
相
談
会
の
お
知
ら
せ

　

５
月
20
日
（
水
）
午
前
10
時
〜
正
午
に
本
庁
１
階
会
議
室
で
消

費
生
活
弁
護
士
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
相
談
時
間
は
１
人
30
分

で
す
。
相
談
は
無
料
で
す
が
、
事
前
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

な
お
、
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。
次
の
開
催
予
定
は
６

月
24
日
（
水
）
で
す
。

結婚祝金制度について
農林業・商工業の後継者の皆さんへ結婚祝金5万円を贈呈します
お問い合わせ先　　　　　
　経済課・各支所産業振興課
　末吉　☎ 0986-76-8808　大隅　☎ 099-482-5950　財部　☎ 0986-72-0938

結
婚
祝
金
対
象
者

　

次
の
①
か
ら
③
の
す
べ
て
を
満
た
し
、
結
婚
を
さ
れ

た
方
に
結
婚
祝
金
を
贈
呈
し
ま
す
。

① 

曽
於
市
の
住
民
と
し
て
、
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ

れ
て
い
る
方

②
お
お
む
ね
45
歳
未
満
の
方

③ 

後
継
者
・
新
規
就
業
者
で
、
今
後
、
農
林
業
・
商
工

業
に
従
事
し
、
地
域
の
農
林
業
・
商
工
業
の
振
興
に

寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
方

後
継
者

　

農
林
業
・
商
工
業
以
外
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
た
が
、

親
の
経
営
す
る
農
林
業
・
商
工
業
の
後
継
者
と
し
て
就

業
し
、
今
後
は
専
業
と
す
る
方

新
規
就
業
者

　

農
林
業
・
商
工
業
以
外
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
た
が
、

新
た
に
農
林
業
・
商
工
業
に
就
業
し
、
今
後
は
専
業
と

す
る
方

祝
金
の
贈
呈
額

１
組　

５
万
円

祝
金
の
申
請

　

該
当
さ
れ
る
方

は
、
経
済
課
又
は
各

支
所
産
業
振
興
課
へ

申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

３月 16 日に行われた
結婚祝金贈呈式
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